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要 旨 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大にともない，医療機関の臨床検
査部門はPCR検査の迅速な実施のほか，鼻咽腔からの検体採取を求められるように

なったが，多くの検査室では即応できず，対応に時間がかかった．その原因を探ると，PCR装置
の整備状況，試薬の開発と供給体制，PCR検査を担当する人材，病院内の情報共有，臨床検査の
特性を示す感度・特異度・有病率に基づく適切な情報発信等，多くの課題がみつかった．将来，
いずれ発生するであろう新興感染症に対して，臨床検査部門として迅速に対応するには，今回経
験した一連の出来事を正しく検証し，これまで気づかなかったウィークポイントを克服しておく
ことが肝要である．
　COVID-19への対応はまた，これまで実現できなかった事案を後押しする端緒となった．たと
えば，多くの施設においてPCR検査が身近になったほか，患者からの検体採取業務にも臨床検査
技師の関与が期待されている．この状況を業務拡大の絶好の機会と捉え，遺伝子関連検査のさら
なる拡充と，タスクシフト／タスクシェアの推進に繋

つな

げていきたい．
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はじめに

　COVID-19の感染制御において，臨床検査部門に
求められる最大の役割はPCR検査の実施であった．
日本国内においてCOVID-19が急速に拡大するにつ
れ，感染を疑う患者や濃厚接触者に可能な限り迅速
に対応するため，院内でのPCR検査が強く求められ
るようになった．しかし，当初，COVID-19のPCR
検査は，ごく一部の施設を除き，実施までに数カ月

を要した．日常業務では他の病原微生物のPCR検査
に携わっていながら，なぜCOVID-19のPCR検査に
は迅速に対応できなかったのか．これを機に将来発
生しうる新興感染症への備えも，体制として構築し
なければならない．
　一方で昨今の医療法改正により，臨床検査技師を
取り巻く環境は変化してきた．たとえば鼻咽腔から
の検体採取が可能となったほか，医療機関が実施す
る検体検査や遺伝子関連検査に対して，精度を確保
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